
 

令和元年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
文化芸術課  

１ 施設の概要等 

施  設  名 広島県立美術館 広島県縮景園 

所  在  地 広島市中区上幟町 2-22 広島市中区上幟町 2-11 

設 置 目 的 
【美術館】美術に関する県民の知識及び教養の向上に資する。 

【縮景園】名勝庭園の保存と活用を図り，県民の福祉の増進に資する。 

施 設 ・ 設 備 
【美術館】展示室（常設，企画），講堂（202席），県民ギャラリー，駐車場等 

【縮景園】池泉回遊式庭園，清風館，悠々亭，明月亭，売店，管理棟，駐車場等 

指 定 管 理 者 

４期目 H29.4.1～R4.3.31 イズミテクノ・廣島緑地建設・広田造園共同事業体 

３期目 H24.4.1～H29.3.31 【美術館】乃村工藝社・イズミテクノ美術館活性化共同事業体  

【縮景園】廣島緑地建設・広田造園・イズミテクノ共同事業体  

２期目 H23.4.1～H24.3.31 ㈱イズミテクノ 

１期目 H20.4.1～H23.3.31 ㈱イズミテクノ 

 

２ 施設利用状況 

利用 

状況 

年度 
目標値 

[事業計画] 
入場者数 対前年度増減 

対目標値増減 
（達成率） 

４期 

R1 768,000人 565,900人 △312,341人 △202,100人(73.7％) 

H30 751,500人 878,241人 130,243人 126,741人(116.9％) 

H29 735,000人 747,998人 52,481人 12,998人(101.8％) 

３期平均 H24～H28 727,000人 695,517人 463,305人 △31,483人(95.7％) 

２期平均 H23（※） 350,000人 232,212人 △29,693人 △117,788人(66.3％) 
１期平均 H20～H22（※） 330,000人 261,905 人 4,181 人 △68,095 人(79.4％) 

（導入前）H19 － 257,724 人 － － 

増減 

理由 

ｼﾞﾌﾞﾘ展等で多くの来館があった前年時目標超を目指した目標に対し，新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症

の拡大防止による休館（休園）で対目標値約６万人の減が生じたほか，浅野氏広島城入城

400年記念事業の一つとして，これまで県民が触れる機会の少なかった近代以前の広島の歴

史をテーマにした「広島浅野家の至宝展」でのＰＲ等に課題があったことなどにより目標に

達しなかった。 

※ １期～２期の美術館入園者数は常設展のみ 

 

３ 利用者ニーズの把握と対応 

調査 

実施 

内容 

【実施方法】 【対象･人数】 

【美術館】来館者ｱﾝｹｰﾄ 

【縮景園】来園者，ｲﾍﾞﾝﾄ参加者ｱﾝｹｰﾄ 

【美術館】来館者（所蔵展，特別展，ｶﾌｪ等） 

【縮景園】来園者，講演会及び茶会参加者 

【主な意見】 【その対応状況】 

【美術館・縮景園】概ね良好な反応だが，

ﾄｲﾚに対する評価が相対的に低く，洋式化

してほしいという要望が多かった。 

 縮景園・美術館共に，順次ﾄｲﾚの洋式化工事を実施

している。 

 

４ 県の業務点検等の状況 

項 目 実績 備 考 

報告書 

年度 ○ 半期・通期業務報告（収支報告・事業の実施状況等） 

月報 ○ 月次業務報告（利用状況・管理業務内容等） 

日報（必要随時） ○ 業務報告（利用状況・日常業務内容等） 

現地調査及び意見交換（随時） 

【特記事項等】文化財の防火対策について 

【指定管理者の意見】法令等に基づく点検業務を適切に実施 

【県の対応等】令和元年度文化庁策定の防火対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに沿った点検を

実施し，両施設とも適切に対応していることを確認 



 

５ 県委託料の状況                            （単位：千円） 

県委

託料 
（決算額） 

年度 金額 対前年度増減 

料金

収入 
（決算額） 

年度 金額 対前年度増減 

４期 

R1 260,807 2,392 

４期 

R1 40,162 △10,758 

H30 258,415 △196 H30 50,920 △25 

H29 258,611 48,055 H29 50,945 △64,390 

３期平均H24～H28 210,556 △37,444 ３期平均H24～H28 115,335 48,948 

２期平均 H23 248,000 0 ２期平均 H23 66,387 △2,500 

１期平均H20～H22 248,000 72,460 １期平均H20～H22 68,887 2,253 

（導入前）H19 175,540 ― （導入前）H19 66,634 ― 

 

６ 管理経費の状況                            （単位：千円） 

項  目 R1 決算額 H30決算額 前年度差 主な増減理由等 

委 
託 
事 
業 

収 
 
入 

県委託料 260,807 258,415 2,392 10 月より消費税率変更（8％→10％） 

料金収入（※１） 40,162 50,920 △ 10,758 
入場者数の減による駐車場利用料金
収入の減 

その他収入 70,270 80,027 △ 9,757 
入場者数の減によるﾃｨｰﾙｰﾑ・売店利用
者数の減 

計(Ａ) 371,239 389,362 △ 18,123  

支 
 
出 

人 件 費 40,435 48,853 △ 8,418 職員の配置体制の見直し 

光熱水費 75,490 79,923 △ 4,433 
料金プランの見直しによる電気料金
の減 

設備等保守点検費 36,480 37,187 △ 707  

清掃・警備費等 69,542 66,297 3,245 清掃員及び警備員の労務費の増 

施設維持修繕費 38,422 35,339 3,083 老朽化に伴う設備修繕費の増 

事務局費 61,664 60,694 970  

その他 68,323 70,803 △2,480  

計(Ｂ) 390,356 399,096 △8,740  

収支①(Ａ-Ｂ) △19,117 △9,734 △ 9,383  

自 
主 
事 
業 

（※2） 

収 入(Ｃ) 9,202 10,616 △ 1,414 
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響での休園による自
主事業の中止に伴う収入支出の減 

支 出(Ｄ) 8,934 9,845 △ 911 

収支②(Ｃ-Ｄ) 268 771 △ 503  

合計収支（①+②） △18,849 △8,963 △ 9,886  

 

 ※1 利用料金制：公の施設の使用料について，指定管理者が直接使用料等を収入することができる制度。 

指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくする効果が期待され，地方公共団体及び 

        指定管理者の会計事務の効率化が図られる。 

 ※2 自主事業：指定管理者が自らの責任で，更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業 

 

 

 



 

７ 管理運営状況 

項目 
指定管理者 

（事業計画，主な取組，新たな取組など） 
県の評価 

施
設
の
効
用
発
揮 

○施設の設置目 
的に沿った業 
務実績 

縮景園において，県と連携し，早朝開
園（抹茶ｻｰﾋﾞｽ・折り紙体験）や浅野家
名宝展にあわせた茶会を開催した。 

 来園者の文化歴史の理解を深めるなど，
文化財庭園の特色を生かしつつ，観光施策
にも寄与する取組が行われている。 

○業務の実施に 
よる，県民サ 
ービスの向上 

美術館・縮景園で共通に利用できる駐
車場割引サービスや特別展開催期間中
の託児サービスを継続実施した。 

 美術館と縮景園の一体運営による効果
を生かした，両施設間の共通サービスの提
供などにより，県民サービスの向上が図ら
れている。 

○業務の実施に 
よる，施設の 
利用促進 

レストラン等で，特別展と連携したメ
ニューを企画し，飲食施設の利用を促進
した。 

 施設の特性に合わせた利用促進策の実
施が図られている。 

○施設の維持管 
理  

園路，池淵の整備や高木剪定に加え，
樹木の安全点検を定期的に実施した。 

 庭園美の景観維持及び安全管理が適切
に図られている。 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎 

○組織体制の見 
直し 

職員が美術館カフェと縮景園売店の
責任者を兼務することで，仕入れや販売
体制において効率化を図った。 

 美術館と縮景園の一体管理による効率
的なｼﾌﾄを組み，適切な職員配置となるよ
うに図られている。 

○効率的な業務 
運営 

月次運営会議のほか，美術館・縮景園
の責任者で週次ミーティングを行い，課
題の共有等を図ることで，両施設の効率
的な運営に努めた。 

 美術館と縮景園で綿密に連携した運営
管理が行われている。 

○収支の適正 電気料金や職員配置の見直しなどに
より，経費の削減に努めたが，駐車場等
料金収入の減により，収支は赤字となっ
た。 

 最適な料金プランの選択や一体管理に
よる効率的な職員シフトなどにより，固定
的経費の圧縮に努めている。 

総 括 

美術館・縮景園の特性を生かした茶会
等イベントの開催や特別展連携メニュ
ーの提供など，利用者が楽しめるサービ
スの提供に努めた。 

美術館・縮景園の一体的な運営により，
効果的・効率的な業務運営，効果的な利用
者サービスの提供が行われており，今後も
継続するとともに，更なる取組の拡充を進
める必要がある。 

 

８ 今後の方向性（課題と対応） 

項目 指定管理者 県 

短期的な対応 

(令和２年度) 

 特別展連携メニューを常に更新実施す
ることでリピーターの獲得に努めるとと
もに，積極的に情報を発信し，飲食施設
の利用者数の増加を図る。また，美術館
及び縮景園の駐車場割引や託児サービス
を継続実施する。 

 美術館では，幅広い世代へ向けた魅力あ
る展示を企画し，入館者数の増加を図る。 

 また，築庭 400年を迎える縮景園におい
て，県民が縮景園の歴史に触れ，学ぶこと
ができる環境整備に取り組む。 

中期的な対応 

 美術館・縮景園の一体的運営による効
果的なサービス提供，効率的な施設運営
に継続して取り組む。 

 美術館・縮景園の一体的運営による効
果的・効率的効果が今後も存分に発揮でき
るよう，指定管理者と連携して取組を進め
る。 

 


